
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「申」は申込み先、「問」は問合せ先の略です。  ③ページ④ページ    

⑥小規模事業者登録制度の活用について 

 小規模事業者登録制度は、市内業者の受注

機会の拡大を図ることを目的に、平成 20 年

4 月から実施しています。本制度は、市へ「小

規模事業者」として登録をすることによっ

て、市が発注する工事・物品購入等で金額が

小額なものについて、見積りに参加できる資

格を得られる制度です。公共事業を受注した

いとお考えの方は、登録をお願いします。 

なお、名簿に登載されたことが、業者選定

や契約を約束するものではありません。 

問 財政課契約検査室(内線 219・220) 

http://www.city.kasama.lg.jp/keiyaku/jo

uhou.htm 

 

⑦指定ごみ袋・不燃ごみ処理券に氏名の

記入をお願いします 

 指定ごみ袋へ氏名を記入するのは、ごみを

出す方に分別を徹底していただくことと、排

出者として責任を持っていただくためです。

 ごみは分別をすることにより、発生を抑制

して資源として再び利用することができます。

 市民の皆さんと笠間市、事業者でごみを減

らして限りある資源を大切にし、地球にやさ

しい環境をつくるために、皆さんのご協力を

お願いします。 

問 環境保全課（内線 127） 

  笠間支所生活課（内線 72123） 

  岩間支所生活課（内線 73162） 

   ⑧「市長と語ろう！笠間タウントーキング」（市政懇談会）を開催しています    

 市では、「市長と語ろう！笠間タウントーキング」を開催しています。市長をはじめ、市の執行部

が、市民の皆さんの市政に対するご意見・ご要望を直接お聞きし、意見交換を行う事業です。 

第 6 回以降の開催予定は、次のとおりです。市民の皆さんのご参加をお待ちしています。 

 開催日時 会   場 事前質問提出期限

第 6 回 7 月 17 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 稲田公民館 7 月 10 日（金）

第 7 回 7 月 24 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 社会福祉協議会宍戸支部会館 7 月 16 日（木）

第 8 回 7 月 31 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 市役所（本所）2 階大会議室 7 月 24 日（金）

第 9 回 8 月 7 日（金）午後 7 時 30 分～9 時 北川根小学校学童保育室 7 月 31 日（金）

第10回 8 月 21 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 大原小学校 3 階多目的ルーム 8 月 14 日（金）

第11回 8 月 28 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 新渡戸コミュニティセンター 8 月 21 日（金）

第12回 9 月 4 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 海洋センター会議室 8 月 28 日（金）

第13回 9 月 18 日（金）午後 7 時～8 時 30 分 市民センターいわま 2 階会議室 9 月 11 日（金）

第14回 9 月 27 日（日）午前 10 時～正午 市役所（本所）2 階大会議室 9 月 16 日（水）

※日程・会場等は都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※参加申込みの必要はありません。皆さん、気軽に最寄りの会場にお出かけください。 

※開催日より前に、市政に関することでご質問などをしたい方（事前質問のある方）は、上記事前 

質問提出期限までに①氏名 ②住所 ③連絡先 ④参加日 ⑤ご意見・ご質問を記入し、秘書課へご提 

出ください（市のホームページ、秘書課窓口に事前質問の提出用紙を用意していますのでご利用 

ください）。 

申・問 秘書課（内線 225） 

           ⑨下水道工事に伴う交通規制のお知らせ            

 下水道工事に伴い、交通規制を行います。付近にお住いの方、通行される方には大変ご迷惑をお

掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

＜岩間地区＞ 

①21 交付金公下第 1304 号・21 市単公下第 1304 号合併 管渠布設工事（泉・市野谷地内） 

予定工期 6 月～11 月 場所 第 1 東宝ランド内を約 400ｍ 

交通規制 全面通行止め（夜間開放） 

②21 交付金公下第 1305 号・21 市単公下第 1305 号合併 管渠布設工事（泉・市野谷地内） 

予定工期 6 月～11 月 場所 第 1 東宝ランド内を約 360ｍ 

交通規制 全面通行止め（夜間開放） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 交通規制の区間は、工事の進捗状況により変わります。 

問 下水道課（内線 71140） 

        ⑩[友部地区・岩間地区] 農機具等を処分したい方へ        

処理単価 次のものは処理費用がかかります。

★農機具・鉄くず等 1キログラム当たり10円

★バイクのバッテリー 1 個当たり 300 円  

★バッテリー(自動車用) 1 個当たり 500 円

★タイヤ(乗用車) 1 本当たり 700 円  

★タイヤ(トラクタークラス) 1 本当たり

1,800 円 

★キャタピラ 1 本当たり 3,700 円  

計算方法  

（例）重さ1ｔのトラクターを持ち込んだ場合

  【本体】1,000 キログラム×10 円＝

10,000 円 

  【バッテリー】1 個×500 円＝500 円 

  【タイヤ】4 本×1,800 円＝7,200 円 

合計17,700円の処理費用がかかります。

問 笠間・水戸環境組合（環境センター） 

℡ 0296-77-2416 

 

 笠間･水戸環境組合（環境センター）では、

次の日程で農機具等、鉄くずを直接引き取り

ます。 

 なお、当日は、農機具等のみの受付です。

それ以外は受付けしませんのでご了承くだ

さい。 

受付日時 8 月 23 日（日）午前 9 時～正午、 

午後 1 時～3時（荒天以外は実施） 

受付場所 笠間･水戸環境組合（笠間市仁古田

長兎路入会地 1-62） 

対象地域 友部地区及び岩間地区 

対象物 農機具・鉄くず（通常受付できない

鉄製のものに限る）、バイク、タイヤ等 

    ※農薬の付着したもの、オイル、燃

料の入ったものなど、有害だった

り爆発の恐れがあるものはお断り

します。 

    ※バッテリーは、外して持ち込んで

ください。 

⑦指定ごみ袋・不燃ごみ処理券に氏名の

記入をお願いします


